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お知らせ一覧

自動車税種別割等の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛

護）手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けている方またはその方と生計を一にする

方もしくは常時介護者が、これらの手帳の交

付を受けている方の生業、通院、通学などの

ために自動車（営業用の自動車を除きます。）

を利用している場合で、その障がいの程度や

自動車の使用状況などが一定の条件に該当す

るときには、申請により自動車税種別割等の

うち、一定額の減免を受けることができます。

また、すでに減免を受けている自動車を継続

して利用している場合には、５月に青森県中

央県税事務所から前年度の申請内容が記載さ

れた「自動車税種別割減免予定通知書」が郵

送されますので、記載内容に変更・誤りがな

いか確認してください。申請した内容に変更

があった場合は、申請事項の変更の手続きが

必要です。詳細については、青森県下北県税

事務所までお問い合わせください。

≪お問合せ先≫

青森県下北県税事務所 納税管理課 

☎０１７５－２２－８５８１

内線２１０・２１１

自動車の変更手続きをお忘れなく

４月は引っ越しが多い時期です。引っ越

しで住所が変更された場合、自動車の住所

の変更も必要です。また、他県ナンバープ

レートをお使いの場合も変更が必要です。

各種登録手続きに必要な書類等の案内は、

下記をご利用下さい。

青森運輸支局で検索♪

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/

am-index.html

自動車検査登録総合ポータルサイト

https://www.jidoushatouroku-portal.

mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/

☎自動車手続きヘルプデスク

青森運輸支局

☎０５０－５５４０－２００８

八戸自動車検査登録事務所

☎０５０－５５４０－２００９

役場助成金を受けられます！

令和８年度のＮＯＳＡＩの農業経営収入

保険へ加入する農業者に対して東通村より

保険料等の一部に対し助成がされます。

補助対象者

村に住所を有する個人若しくは法人事業者

収入保険に加入している経営体

令和８年４月１日～令和９年３月１日ま

でに保険期間が開始となること

補助対象経費及び補助率

加入者が負担する掛捨て保険料等（付加

保険料含）の２分の１以内を対象とする。

（１，０００円未満の端数切捨て）

申請方法

交付申請手続きは青森県農業共済組合の長

へ委任する形を採用。

事務手続き等はＮＯＳＡＩが行いますので

煩雑な事務手続きはありません。

≪お問合せ先≫

東通村 農林畜産課

☎０１７５－３３－２１４１

青森県農業共済組合 南部支所 収入保険課

☎０１７６－２２－８１００

第１９回下北検定　下北を学んでみませんか？

日時　５月１７日（日）

　　　１１時～１１時４０分

　　　（受付１０時３０分～）

場所　むつ来さまい館 イベントホールＢ

定員・検定料 ５０名・無料

申込締切　５月１日（金）

申込方法　ＦＡＸ、電話または事前講習会

時（氏名・年齢、住所、電話、講習会の

出欠）

事前講習会　あおもり県民カレッジ単位認

定講座

日時　４月２６日（日）１３時～１５時

　　　（受付１２時３０分～）

場所　むつ市立図書館 あすなろホール

講師　坂本 謙二氏（むつ国際交流協会代表）

≪お問合せ先≫

下北を知る会事務局

沼田　☎０９０－２３６３－６９６０

ＦＡＸ：０１７５－２４－２７４９

祐川　☎０９０－１６５０－１７６４

「看護のお仕事移動相談」を開催しています

青森県ナースセンターでは無料職業紹介

事業として看護職の相談員が出向いて、看

護職の皆様のお仕事探しをサポートしてい

ます。また医療チームの一員である看護補

助者に関する相談も開始いたしました。お

気軽にお越しください。

開催日

４月８日（水）・５月１３日（水）・６月

１０日（水）・７月８日（水）・８月１２

日（水）・９月９日（水）

場所　ハローワークむつ

時間　１３時～１６時まで受付

青森県ナースセンター(青森市)では（月）

～（金）の９時～１６時まで、来所・電話・

メール等で相談を受け付けています。どう

ぞご利用ください。

≪お問合せ先≫

公益社団法人青森県看護協会

青森県ナースセンター（青森市中央３－

２０－３０　県民福祉プラザ３階）

☎  ０１７－７２３－４５８０

FAX ０１７－７３５－３８３６

✉aomori@nurse-center.net

春の全国交通安全運動

４月６日 （月） ～１５日 （水）

新学期が始まります。住宅地の道路では

急な飛び出しに注意し、こどもを交通事故

から守りましょう。

運動重点　①通学路・生活道路におけるこ

どもを始めとする歩行者の安全確保 ②

「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の

安全運転意識の向上 ③自転車・特定小型

原動機付自転車の交通ルールの理解・遵

守の徹底 むつ地区交通安全協会は、地域

から悲惨な交通事故を無くすため様々な

活動を行っています。みなさまのご支援

とご協力をお願いします。

会費　年間６００円・賛金：1日５，０００

円から

※免許更新時及び平日 （９時～１６時）に

受付

≪お問合せ先≫

むつ地区交通安全協会

☎０１７５－２３－６７４２


